
鴛って得する 」

含護J″ざ施二十一② 讀辟霰
(全4口 )
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尼崎市では認知症に関する様々な制度や取組みがあります。

認矢□症になっても、自分らし<暮らし続けるために “知って安心 "。

高齢者支援の専門家がみなさんの疑間にもお答えします。

(認矢□症サポーター養成講座を兼ねて実施)  ｀

月  菫 )午後1
蕎毒   薗面   
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申込み :

【お子さんの一時預かりについて】

すこやかプラザ内ある一時預かリルニム「とんとん」を

利用していただ<ことができます。(有料)

対象 :6ヶ月～未就学児

詳し<はすこやかプラザまでお問い含わせ<ださい。

尼崎市
‐
包括支援担当課 認知症・介護予防担当職員

シエアケアサザン塚日 (グループホーム)職員 福田恒平さん
ノ

協力 :尼崎市 立花南・北地域包括支援センタニ

象 :関心のある方

場 :尼崎市立すこやかプラザ 多目的ホール

、電薫舌(06-6418.34釜3)または丼曝臨で(,κ躍言制曜濾)

■ 民間駐車場あります (有料)一
Ｌ

～ 次回勝、70月

'3日
(土 )午後 :～3時。在宅療養に関するお話を予定してい審す6～

走 崎 市 立 す こ ● か プ ラ ザ 鮨 定管違者 議定 NPO法人子どものみら臨 崎)

〒660=0052尼崎市七松町1丁目3番 1‐ 502号 フェスタ立花南館5階 丁EL06-6418‐3463 FAX06‐6418-3464

開館時間 午前 9時～午後 5時  体館日 水曜日(土日祝は開館)

:00～ 3:0 0
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平成30年度

すこやかプラザ
事 業

*すこやかプラザの情報はこちらから


